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神奈川県職員措置請求について（通知） 

 

令和３年４月 19 日付けで受け付けた神奈川県職員措置請求（以下「本件措置請求」

という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）の定める

住民監査請求の要件を具備していないことから却下する。 

 

（理由） 

１ 住民監査請求の要件 

法第 242 条第１項の規定により、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公

共団体の執行機関又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取

得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負

担がある（当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含

む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは

財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、こ

れらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若

しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実に

よって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべ

きことを請求することができる。 

この住民監査請求は、地方公共団体の執行機関又は職員の違法若しくは不当な

財務会計上の行為又は怠る事実により、当該地方公共団体の財産的損失を生じ、

又は生じるおそれのある場合において、当該行為を防止し、若しくは是正し、若

しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地

方公共団体の被った損害を補填することを目的としてなされるものである。 

そして、住民監査請求においては、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実

を他の事項から区別し特定して認識することができるように個別的、具体的に摘

示することが必要であるとされており、また、当該財務会計上の行為又は怠る事

実による損害を具体的に摘示することが必要であるとされている。 



２ 本件措置請求の審査 

本件措置請求において、請求人は、県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協

力金（第６弾、第７弾及び第８弾）（以下「協力金」という。）について、交付

根拠法令である新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第

63 条の２（以下「法律条項」という。）にはない交付要件を産業労働局中小企業

部中小企業支援課長及び同課の職員（以下「課長等」という。）が増設し、申請

者を食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく飲食店営業許可を受けた名義

人（以下「営業許可名義人」という。）に限定した結果、法律条項の目的から逸

脱した協力金が、売上減少のない営業許可名義人に対し支払われ、県に損害が発

生しているとして、経営に及ぼした影響がない事業者に対し、営業許可名義人で

あるというだけで協力金を交付しないよう求めるとともに、既に協力金を交付し

た事業者に対して時短営業に応じたことにより経営に影響を受けたか否かの調査

を行い、経営に及ぼした影響がない事業者に交付した協力金により県が受けた損

害について、課長等のうち損害を防止する立場にあった職員に賠償させることを

求めている。 

しかしながら、請求人は、まん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民

生活に及ぼす影響を緩和するという法律条項の目的から逸脱した協力金が、売上

減少のない営業許可名義人に対し支払われ、県に損害が発生していると主張する

だけで、売上減少のない営業許可名義人に対し協力金の支払が行われた年月日、

支払金額、支払先等を明らかにしておらず、当該公金の支出が他の支出と区別し

特定して認識することができる程度に個別的、具体的に摘示されているとは認め

られない。また、売上減少のない営業許可名義人に対し協力金の支払が行われた

ことによる県への損害について、具体的な損害発生の事実が摘示されていない。 
 

３ 審査の結果 

以上のことから、本件措置請求は法第 242 条第１項に定める要件を欠くもので

あり、不適法なものである。 

 

 


